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は
じ
め
に

　

国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
は
十
二
世
紀
後
半
に
成
立
し
た
社
寺
縁
起

絵
巻
で
あ
る
。
三
巻
に
仕
立
て
ら
れ
た
こ
の
絵
巻
に
は
、
信
貴
山
中
に
籠

り
毘
沙
門
天
を
勧
請
し
て
様
々
な
奇
瑞
を
行
っ
た
、
修
行
僧
命
蓮
（
生
没

年
未
詳
）
に
関
す
る
物
語
が
語
ら
れ
る
。
第
一
巻
「
山
崎
長
者
巻
」
で
は
、

長
者
が
飛
ん
で
き
た
鉢
へ
の
布
施
を
怠
り
倉
に
鉢
を
仕
舞
い
こ
ん
で
し
ま

う
と
、
鉢
が
倉
を
載
せ
て
飛
ん
で
行
っ
て
し
ま
う
。
慌
て
た
長
者
一
行
が

鉢
と
倉
を
追
っ
て
辿
り
着
い
た
山
中
で
命
蓮
に
事
情
を
説
明
す
る
と
、
命

蓮
は
倉
を
留
め
置
き
、
中
身
の
米
俵
は
全
て
長
者
宅
へ
飛
ば
し
返
す
と
い

う
場
面
が
語
ら
れ
る
。
な
お
第
一
巻
は
絵
の
み
を
伝
え
、
詞
書
は
欠
落
し

て
い
る
。
続
く
第
二
巻
「
延
喜
加
持
巻
」
で
は
、
命
蓮
が
病
に
臥
す
醍
醐

天
皇
（
八
八
五
～
九
三
〇
）
の
加
持
祈
祷
を
行
う
姿
が
語
ら
れ
る
。
醍
醐

天
皇
の
病
平
癒
の
た
め
様
々
な
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
る
も
回
復
の
兆
し
が

見
え
ぬ
な
か
、
使
い
か
ら
の
依
頼
で
命
蓮
は
山
か
ら
下
り
ず
に
加
持
祈
祷

を
行
い
、
護
法
童
子
を
天
皇
の
元
へ
飛
ば
す
こ
と
で
天
皇
の
病
平
癒
を
果

た
す
。
そ
し
て
第
三
巻
「
尼
公
巻
」
で
は
、
命
蓮
の
姉
で
あ
る
尼
公
が
、

命
蓮
が
東
大
寺
で
受
戒
し
た
こ
と
を
手
掛
か
り
に
信
濃
か
ら
命
蓮
を
訪
ね

歩
く
様
子
が
語
ら
れ
る
。
尼
公
が
東
大
寺
の
廬
舎
那
仏
に
祈
る
と
夢
告
が

あ
り
、
無
事
に
再
会
を
果
た
し
た
姉
弟
は
そ
の
後
山
中
で
共
に
修
行
に
励

む
。
ま
た
信
貴
山
に
は
今
で
も
利
益
が
あ
る
と
、
人
々
が
参
る
様
子
が
語

ら
れ
物
語
が
結
ば
れ
る
。
こ
れ
ら
三
巻
は
奈
良
県
生
駒
郡
に
あ
る
信
貴
山

朝
護
孫
子
寺
が
所
蔵
し
、
一
九
五
一
年
六
月
九
日
に
国
宝
指
定
さ
れ
た
。

現
在
は
奈
良
国
立
博
物
館
に
寄
託
し
て
い
る
。

　

小
稿
で
は
第
二
巻
「
延
喜
加
持
巻
」
を
取
り
上
げ
る
。
先
述
の
通
り
、

第
二
巻
で
は
命
蓮
が
山
中
で
加
持
祈
祷
を
行
い
天
皇
の
病
平
癒
を
果
た
す

国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
二
巻
「
延
喜
加
持
巻
」
再
考

―
『
扶
桑
略
記
』
と
『
山
槐
記
』
を
め
ぐ
っ
て
―

大
　
西
　
春
　
香
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物
語
が
語
ら
れ
、
数
多
の
僧
に
勝
る
命
蓮
の
功
験
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
命
蓮
が
醍
醐
天
皇
の
加
持
祈
祷
を
行
っ
た
こ
と
は
、『
扶
桑
略
記
』

第
二
十
四
裏
書
の
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
八
月
十
九
日
条
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
醍
醐
天
皇
の
病
は
、
同
年
六

月
二
十
六
日
に
起
こ
っ
た
清
涼
殿
落
雷
事
件
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
そ
の
後
、
醍
醐
天
皇
の
体
調
は
不
安
定
な
状
態
が
続
き
、

同
年
九
月
二
十
九
日
に
崩
御
し
て
し
ま
う
。
第
二
巻
は
事
実
と
異
な
る
内

容
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
『
山
槐
記
』
に
も
天
皇
の
加
持

祈
祷
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
命
蓮
の
名
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
第
二
巻
は
三

巻
の
う
ち
唯
一
、
他
の
文
献
に
命
蓮
の
事
績
を
確
認
で
き
る
巻
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
全
体
の
制
作
意
図
に
も

関
わ
っ
て
く
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
以
下
、
ま
ず
醍

醐
天
皇
が
崩
御
し
た
日
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を

確
認
し
、醍
醐
天
皇
崩
御
が
史
実
と
し
て
確
認
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

ま
た
『
扶
桑
略
記
』
と
『
山
槐
記
』
と
に
伝
わ
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
着

目
し
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
内
容
そ
の
も
の
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
院
政
期
に
は
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
よ
う
な
命
蓮
の
伝
記
が
す
で
に

伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

一
、
醍
醐
天
皇
崩
御
に
つ
い
て

　

醍
醐
天
皇
は
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
～
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
に
在

位
し
た
第
六
十
代
天
皇
で
あ
る
。
醍
醐
天
皇
に
よ
る
政
治
は
延
喜
・
天
暦

の
治
と
呼
ば
れ
、
聖
代
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
。
一
方
で
、
右
大
臣
で
あ
っ

た
菅
原
道
真
（
八
四
五
～
九
〇
三
）
を
左
遷
し
た
藤
原
時
平
（
八
七
一
～

九
〇
九
）
の
死
以
降
、
時
平
の
妹
の
子
で
あ
っ
た
保
明
皇
太
子
（
九
〇
三

～
九
二
三
）
が
亡
く
な
り
、
次
に
皇
太
子
に
な
っ
た
慶
頼
王
（
九
二
一
～

九
二
五
）
も
続
け
て
亡
く
な
る
な
ど
、
醍
醐
天
皇
の
朝
廷
で
続
い
た
不
幸

は
道
真
の
祟
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。さ
ら
に『
道
賢
上
人
冥
途
記
』で
は
、

一
時
的
な
他
界
遍
歴
を
す
る
道
賢
上
人
（
九
〇
五
？
～
九
八
五
？
）
が
金

峰
山
浄
土
で
道
真
に
会
い
、
醍
醐
天
皇
と
藤
原
時
平
が
地
獄
で
苦
し
む
姿

を
見
た
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
醍
醐
天
皇
は
延
長
八
年
六
月
二
十
六
日
に
起
こ
っ
た
清
涼
殿
落

雷
に
よ
っ
て
病
に
臥
し
て
し
ま
う
。
こ
の
落
雷
事
件
も
ま
た
道
真
の
祟
り

と
噂
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
『
日
本
紀
略
』
醍
醐
条
に
以
下
の
よ
う
に

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
以
降
、
引
用
の
際
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。

六
月
（
略
）
廿
六
日
戌
午
。
諸
卿
侍
殿
上
。
各
議
請
雨
之
事
。
午
三

刻
。
従
愛
宕
山
上
黒
雲
起
。
急
有
陰
澤
。
俄
而
雷
声
大
鳴
。
堕
清
涼
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殿
第
一
柱
上
。
有
霹
靂
神
火
。
侍
殿
上
之
者
。
大
納
言
正
三
位
兼
行

民
部
卿
藤
原
朝
臣
清
貫
衣
焼
胸
裂
夭
亡
。

年
六
十
四
。

又
従
四
位
下
行
右

中
弁
兼
内
蔵
頭
平
朝
臣
希
世
顔
焼
而
臥
。
又
登
紫
宸
殿
者
。
右
兵
衛

佐
美
努
忠
包
髪
焼
死
亡
。
紀
蔭
連
腹
燔
悶
乱
。
安
曇
宗
仁
膝
焼
而
臥
。

民
部
卿
朝
臣
載
半
蔀
至
陽
明
門
外
載
車
。
希
世
朝
臣
載
半
蔀
。
至
修

明
門
外
載
車
。
時
両
家
之
人
悉
乱

−

入
侍
。
哭
泣
之
声
。
禁
止
不
休
。

自
是
天
皇
不
予（

（
（

。

ま
た
、『
扶
桑
略
記
』
第
二
十
四
に
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

六
月
廿
六
日
。
未
時
大
納
言
民
部
卿
藤
原
清
貫
。

年
六
十
四
、
参
議

保
則
之
四
男
也
。

并
右
中

弁
内
蔵
頭
平
希
世
。
及
近
衛
二
人
。
於
清
涼
殿
為
雷
被
震
。
主
上
惶

怖
。
玉
体
不
悆
。
遷

−

幸
常
寧
殿
。（
略（

（
（

）

　

加
え
て
、
次
章
で
詳
述
す
る
が
、
こ
の
落
雷
以
降
何
度
も
加
持
祈
祷
が

行
わ
れ
る
も
同
年
九
月
二
十
九
日
に
醍
醐
天
皇
は
崩
御
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
よ
り
病
平
癒
を
果
た
す
醍
醐
天
皇
の
物
語
を
語

る
第
二
巻
が
、
史
実
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
第
二
巻
の
よ
う
な
命
蓮
の
事
績
が
語
ら
れ
た
の
か
が
大
き
な

問
題
と
な
る
わ
け
だ
が
、
本
章
で
は
ま
ず
、
醍
醐
天
皇
崩
御
が
ど
の
よ
う

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
以
下
、
醍
醐
天
皇
崩
御
を
伝
え

る
記
事
を
表
に
ま
と
め
た
。

表
　
延
長
八
年
九
月
二
十
九
日
、
醍
醐
天
皇
崩
御
に
つ
い
て（（
（

 

書
名
・
巻
数
等

本
文
（
抜
粋
）  

一
『
日
本
紀
略
』

醍
醐

 

九
月
（
略
）
廿
九
日
己
丑
。
以
太
上
皇
第
十
三
皇
子
章
明
為
親

王
。

年
七

。
第
十
二
皇
女
靖
子
。
第
十
六
英
子
等
為
内
親
王
。
今

日
。
依
太
上
皇
不
予
。
大
赦
天
下
。
卯
刻
。
法
皇
幸
右
近
衛
府
。

未
一
刻
。
太
上
皇
崩
給
。
或
云
。
落
御
髪
。
尊
意
為
戒
師
。
法

皇
還
御
。
天
下
諒
陰
。
法
名
宝
金
剛
。
見
重
明
記（

4
（

。

二

 

同
右
、
朱
雀
院 

九
月（
略
）廿
九
日
己
丑
。（
略
）未
刻
。
太
上
天
皇
崩
。
天
下
諒
陰
。

三
『
醍
醐
寺
雑
事

記
』

醍
醐
天
皇
崩
御
事

貞
信
公
記
幷

淑
光
日
記
文

延
長
八
年
、（
略
）
九
月
、（
略
）
廿
九
日
。
上
皇
受
於
山
座
主

三
帰
三
聚
浄
戒
等
。
未
刻
崩
於
右
近
府
。

春
秋
四

十
六

。

四
同
右

李
部
王
記
云
、
延
長
八
年
九
月
廿
九
日
丑
時
。
院
御
病
大
漸
。

右
大
臣
承
詔
。
令
蔵
人
所
於
七
寺
修
御
諷
誦
。
日
巳
時
上
令
奏

英
明
朝
臣
参
六
條
院
。
申
受
給
三
帰
戒
之
由
。

昨
日
余
語
左
大
臣
授
―

奉
三
帰
戒
可
宜
之
由

。
左

大
臣
即
仰
遣
尊
意
法
師
用
意
。其
間
日
晩
。法
皇
臨
御
故
不
果
奏
。

此
暁
左
大
臣
奏
剃
御
頭
髪
可
冝
之
由
。
余
即
奏
左
大
臣
昨
日
之

意
。
故
有
此
事
。
英
明
朝
臣
未
報
命
之
間
。
御
病
弥
困
。
即
令

弾
正
親
王
以
早
可
受
戒
由
仰
左
大
臣
。
尊
意
法
師
則
進
奉
授
三

帰
戒
及
三
聚
淨
戒
。
上
強
洗
授
受
之
。
余
授
持
之
。
尊
意
又
三

剃
御
頭
髪
。
奉
進
法
名
。
曰
宝
金
剛
。
乃
詔
余
書
之
。
有
頃
法

皇
又
臨
訪
。
即
令
弾
正
親
王
御
。
左
大
臣
早
還
大
内
。
日
中
法

皇
出
御
座
。
進
齋
供
。
左
大
臣
進
御
所
請
遺
詔
。
及
請
還
啓
陳
。

上
不
許
。
還
陣
乃
命
以
不
可
上
諡
号
及
以
左
大
臣
為
太
上
大
臣
。

醍
醐
寺
施
入
供
米
、
充
年
分
度
者
之
由
。
又
召
弾
正
親
王
及
余

同
承
之
。
又
急
召
左
大
臣
去
左
右
命
密
事
。
大
臣
還
宮
。
大
赦

天
下
。
八
虐
以
下
悉
原
之
。
祈
聖
行
。
是
例
。
四
刻
上
西
首
右

脇
登
霞
。
春
秋
卌
有
六
。
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五
『
西
宮
記
』
巻

十
二
裏
書
「
天

皇
崩
御
條
」

延
長
八
年
九
月
廿
九
日
吏
部
記
云
、午
四
尅
上
、西
首
右
脇
登
遐
、

春
秋
四
十
有
六
、
余
云
々
、
自
内
裏
有
仰
、
令
僧
廿
口
、
昼
読

法
華
経
、
夕
持
念
仏
、

即
念
尊
勝
陀
羅
尼
、
此
夕

唯
有
四
口
、
後
漸
満
数

、
日
供
御
洗
一
度
膳
、
及

焼
名
香
鑪

戸
内
名
香
五
、
戸
外

鑪
焼
沈
淺
香
一
処

、
云
々
、

六
『
扶
桑
略
記
』

 

第
二
十
四
裏
書 

九
月
廿
九
日
、
己
丑
、
依
御
惱
危
、
遂
落
餝
歸
眞
、
未
刻
崩
于

右
近
衛
府
、
御
年
四
十
六
、

　

表
に
ま
と
め
た
記
事
よ
り
、
醍
醐
天
皇
が
崩
御
し
た
こ
と
は
史
実
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
先
述
の
通
り
、
第
二
巻
に
語
ら
れ

る
醍
醐
天
皇
の
病
平
癒
と
い
う
命
蓮
の
事
績
が
史
実
と
は
異
な
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
何
故
に
、
第
二
巻
に
お
い
て
命
蓮
の
功
験
の
大
き

さ
が
語
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
続
け
て
、
他
の
文
献
に
伝
わ
る
命
蓮
の
加

持
祈
祷
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。

二
、『
扶
桑
略
記
』
に
お
け
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷

　

国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
に
よ
る
醍
醐
天

皇
へ
の
加
持
祈
祷
は
、『
扶
桑
略
記
』
と
『
山
槐
記
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
従
来
、
第
二
巻
に
お
け
る
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
考
察
す
る
際

に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
本
章
で
は
『
扶
桑
略
記
』
に
伝
わ
る
命
蓮
の
加
持

祈
祷
に
着
目
す
る
が
、
ま
ず
『
扶
桑
略
記
』
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ

書
で
あ
る
の
か
を
先
行
研
究
か
ら
確
認
す
る
。

　
『
扶
桑
略
記
』
は
神
武
天
皇
よ
り
堀
河
天
皇
（
一
〇
七
九
～
一
一
〇
七
）

の
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
三
月
二
日
ま
で
の
日
本
の
歴
史
を
、
仏
教
に

関
連
す
る
事
柄
を
中
心
に
略
述
し
た
私
撰
の
編
年
体
歴
史
書
で
あ
る
。
成

立
年
代
は
未
詳
で
、
編
者
は
比
叡
山
の
僧
皇
円
（
生
没
年
未
詳
）
と
さ
れ

て
い
る
が
、
な
お
検
討
を
要
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
本
書
は
帝

王
系
図
の
類
を
も
と
に
和
漢
年
代
記
を
書
き
入
れ
、
後
に
六
国
史
以
下
の

国
史
実
録
や
、
と
く
に
僧
伝
・
縁
起
類
な
ど
仏
教
関
係
の
記
事
を
書
き
入

れ
て
編
纂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
平
田
俊
春
氏
は
「
扶
桑
略
記

の
研
究（

（
（

」
で
、「
扶
桑
略
記
の
引
抄
の
態
度
」
に
つ
い
て
以
下
の
四
点
を

挙
げ
て
い
る
。

（
一
）
略
記
の
本
文
は
す
べ
て
他
の
文
献
の
引
抄
で
あ
つ
て
、
編
者

の
記
文
は
殆
ん
ど
見
出
さ
れ
ず
、
そ
の
意
見
を
い
う
場
合
は
分
註

に
お
い
て
「
私
云
」
と
こ
と
わ
つ
て
い
る
。

（
二
）
略
記
は
大
体
に
お
い
て
、
原
文
を
忠
実
に
引
抄
す
る
の
を
原

則
と
し
て
を
り
、
従
つ
て
今
日
現
存
す
る
文
献
の
校
訂
に
役
立
つ

も
の
が
多
い
。

（
三
）
長
文
を
引
抄
す
る
際
に
は
、
省
略
の
方
法
が
粗
雑
で
、
原
文

の
意
味
を
誤
つ
た
も
の
も
多
い
。

（
四
）
同
一
書
物
で
異
つ
た
条
を
一
つ
に
ま
と
め
た
り
、
あ
る
い
は

二
つ
の
書
物
を
併
せ
て
一
つ
に
ま
と
め
る
場
合
に
、
無
理
な
作
為
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を
し
て
、
全
く
新
た
な
異
説
の
も
と
を
な
し
て
い
る
場
合
が
少
な

く
な
い
。

　

以
上
を
通
し
て
考
え
る
と
、
略
記
に
引
抄
さ
れ
て
い
る
書
で
、
現

存
し
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
原
本
を
用
い
、
略
記
は
た
だ
、
そ
の

校
訂
に
役
立
た
し
め
る
こ
と
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

略
記
に
は
、
今
日
、
現
存
し
て
い
な
い
書
物
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
は
略
記
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
際

に
は
、
現
存
書
と
の
比
較
に
よ
つ
て
得
た
上
記
の
結
論
が
批
判
の
重

要
な
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
平
田
氏
は
同
論
文
に
お
い
て
、「
扶
桑
略
記
の
史
的
意
義
に
つ
い

て
」
は
以
下
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。

第
一
に
略
記
が
引
用
記
事
に
出
典
を
注
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
わ
が
国
史
学
史
上
、一
つ
の
新
し
い
体
例
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
の
ち
長
く
絶
え
、
大
日
本
史
に
よ
う
や
く
復
活
し
た
と

こ
ろ
で
、
近
代
的
な
修
史
の
形
式
の
先
駆
と
し
て
嘆
賞
す
べ
き
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。（
略
）

第
二
に
、
総
合
的
な
日
本
通
史
の
編
修
で
あ
る
。
古
事
記
、
あ
る

い
は
日
本
書
紀
以
後
、
国
史
の
編
纂
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
修

史
は
前
の
国
史
を
書
き
つ
ぐ
と
い
う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら

の
後
を
追
う
て
新
国
史
、
あ
る
い
は
本
朝
世
紀
も
同
じ
意
図
の
下
に

企
て
ら
れ
て
い
る
が
、
扶
桑
略
記
は
仏
教
を
中
心
と
し
た
日
本
の
略

史
を
編
纂
す
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
国
初
以
来
の
歴
史
を
再
編
し

た
も
の
で
あ
つ
た
。
か
く
の
如
き
意
味
に
お
け
る
修
史
と
し
て
、
前

に
旧
事
本
紀
、
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
日
本
紀
略
を
あ
げ
う
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
旧
事
本
紀
は
単
に
記
紀
古
語
拾
遺
な
ど
の
分
類
統
合

で
あ
り
、
日
本
紀
略
も
六
国
史
時
代
は
そ
れ
を
の
み
抜
書
し
、
そ
の

後
は
外
記
日
記
等
を
附
加
し
た
に
過
ぎ
ず
、
い
わ
ば
本
朝
世
紀
の
ご

と
き
新
し
き
編
著
に
、
そ
れ
以
前
の
史
書
を
結
び
つ
け
た
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
扶
桑
略
記
は
帝
王
系
図
と
い
う
年
代
記
を
基
に
し

て
、
国
史
、
日
記
、
実
録
、
伝
記
、
縁
起
、
そ
の
他
多
く
の
記
録
を

蒐
集
し
て
、
全
く
新
た
な
通
史
を
こ
こ
に
編
纂
し
た
の
で
あ
る
。
も

と
よ
り
そ
の
引
抄
の
法
に
お
い
て
、
ま
た
記
述
に
お
い
て
問
題
と
な

る
点
は
多
い
が
、
国
初
以
来
の
歴
史
に
つ
い
て
の
編
纂
事
業
を
始
め

て
企
て
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
史
学
史
上
、
注
目
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
歴
史
意
識
で
あ
る
。
略
記
は
大
体

に
お
い
て
資
料
の
綴
輯
で
あ
り
、
そ
の
歴
史
観
を
明
か
に
の
べ
て
い

る
条
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
国
史
全
体
を
総
観
す
る
に
、
末
法
思
想
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の
立
場
を
以
て
貫
い
て
い
る
。（
略
）

第
四
に
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
史
料
批
判
で
あ
る
。
略
記
の
編
者

は
、
史
料
の
引
抄
の
み
に
止
め
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
こ
れ
に
意
見

の
あ
る
場
合
は
「
私
云
」
と
分
注
し
て
い
る
こ
と
は
所
々
に
あ
げ
た

ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
諸
書
間
の
異
同
に
つ
い
て
、
ま
た
年
月

日
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
極
め
て
精
緻
な
批
判
で
あ
り
、
科
学
的
な
立

論
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
も
愚
管
抄
、あ
る
い
は
神
皇
正
統
記
、

元
亨
釈
書
に
見
え
る
批
判
の
先
駆
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
五
に
注
意
す
べ
き
は
、
世
界
史
的
立
場
を
と
つ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
各
所
に
お
い
て
印
度
の
年
代
を
記
し
、
支
那
の
年

号
と
も
対
比
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
記
事
も
抄
記
し
て
い
る
。
こ

れ
は
仏
教
中
心
と
い
う
立
場
が
自
ら
然
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
か
か
る
和
漢
対
照
の
歴
史
書
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
り
、
こ
の
の

ち
の
年
代
記
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。

平
田
氏
に
よ
る
指
摘
の
う
ち
、『
扶
桑
略
記
』
の
編
者
が
様
々
な
書
物
か

ら
記
事
を
抄
出
す
る
際
の
態
度
に
つ
い
て
着
目
す
る
と
、
原
則
史
料
を
原

文
に
忠
実
に
抄
出
す
る
の
み
に
止
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
史
料

批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
も
、諸
書
間
の
異
同
や
年
月
日
の
矛
盾
な
ど
、

科
学
的
な
立
論
で
あ
る
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
長

文
を
抄
出
す
る
際
に
は
省
略
の
方
法
が
粗
雑
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

独
立
し
て
い
る
条
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
原
文
と
は
異
な
る
誤
っ

た
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
。
つ
ま

り
、『
扶
桑
略
記
』
に
は
一
部
作
為
的
な
部
分
が
存
在
し
、
抄
出
さ
れ
る

記
事
全
て
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

　

ま
た
、堀
越
光
信
氏
は
「『
扶
桑
略
記
』
の
成
立
年
代
と
編
纂
目
的（

（
（

」
で
、

『
扶
桑
略
記
』
本
文
の
成
立
年
代
と
編
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、

本
文
中
に
は
杜
撰
な
点
が
多
々
存
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
未
定
稿
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

『
略
記
』
本
文
の
成
立
年
代
に
関
し
て
は
通
説
の
寛
治
八
年

（
一
〇
九
四
）
以
降
、
堀
河
天
皇
の
末
年
（
嘉
承
二
年
・
一
一
〇
七
）

ま
で
の
間
と
す
る
に
不
可
は
な
い
。
そ
の
根
拠
は
、
上
限
に
つ
い
て

は
最
末
記
事
が
寛
治
八
年
三
月
二
日
の
関
白
師
実
の
浄
妙
寺
参
詣
の

記
事
で
あ
る
こ
と
、
下
限
は
堀
河
天
皇
を
「
今
生
天
皇
」
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、『
略
記
』
は
藤
原
師
通

が
主
宰
し
、
大
江
匡
房
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
し
た
と
み
ら
れ
る
こ

と
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
そ
の
間
を
縮
め
得
る
の

で
は
な
い
で
ろ
う
か
。
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『
略
記
』
本
文
の
成
立
年
代
の
下
限
に
つ
い
て
は
、『
略
記
』
が

私
見
の
如
く
師
通
の
も
と
に
匡
房
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た

書
で
あ
る
な
ら
ば
、
編
纂
の
中
心
人
物
た
る
匡
房
は
承
徳
二
年

（
一
〇
九
八
）
に
権
氏
と
し
て
太
宰
府
へ
下
向
し
て
お
り
、
ま
た
そ

の
翌
年
に
主
宰
者
た
る
師
通
が
薨
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
匡
房
が
下

向
し
た
承
徳
二
年
ま
で
に
は
『
略
記
』
は
一
応
の
完
成
を
み
た
と
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、『
略
記
』
の
本
文
中
に
は
年
月
日
の
誤
り
や
、

記
事
引
抄
に
よ
る
誤
り
な
ど
杜
撰
な
点
が
多
々
存
在
し
、
そ
の
意
味

に
於
い
て
は
未
定
稿
の
謗
り
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
故
、

匡
房
が
注
記
及
び
裏
書
を
ほ
ど
こ
す
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
）。

さ
ら
に
同
氏
は
「『
扶
桑
略
記
』
註
記
・
裏
書
、
加
筆
者
管
見（

（
（

」
で
、『
扶

桑
略
記
』
の
注
記
は
杜
撰
な
点
も
多
々
見
受
け
ら
れ
る
本
文
に
対
し
て
綿

密
に
考
証
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
裏
書
は
本
文
に
お
け
る
不
足
や
不
備
を
補

う
た
め
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、

注
記
・
裏
書
と
も
に
『
扶
桑
略
記
』
成
立
当
初
か
ら
本
来
的
に
存
在
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

『
略
記
』
と
い
う
書
は
杜
撰
性
と
考
証
の
綿
密
性
と
い
う
相
反
す

る
性
格
を
一
書
中
に
有
し
、
そ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
対
応
す

る
部
分
に
於
て
最
も
甚
し
く
、『
続
日
本
紀
』
部
分
に
も
多
く
見
い

出
し
得
る
こ
と
を
平
田
俊
春
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
検

討
す
る
と
、『
略
記
』
が
杜
撰
性
を
み
せ
て
い
る
の
は
そ
の
本
文
に

於
て
で
あ
り
、
逆
に
考
証
の
綿
密
性
が
み
ら
れ
る
の
は
そ
の
性
格
上

か
ら
当
然
の
こ
と
な
が
ら
注
記
の
部
分
に
於
て
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
の
よ
う
に
本
文
と
は
性
格
を
異
に
す
る
注
記
は
管
見
の
及
ん

だ
全
て
の
写
本
に
存
し
、
本
来
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
略
）

『
略
記
』
の
本
文
と
裏
書
の
両
者
を

新
訂

増
補

国
史
大
系
本
を
底
本
と
し

て
比
較
し
て
み
る
と
、
本
文
と
裏
書
と
で
は
類
似
記
事
を
あ
げ
る
の

は
極
僅
か
で
、
巻
第
二
十
三
の
裏
書
の
記
事
二
百
十
條
、
第
二
十
四

の
百
三
十
七
條
、
第
二
十
五
の
六
十
一
條
の
計
四
百
八
箇
條
中
、
ほ

ん
の
三
十
数
例
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
殆
ん
ど
が
本
文
に
な
い
記
事
を
あ

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
僅
か
に
存
す
る
類
似
記
事
に
つ

い
て
み
て
み
る
と
、本
文
に
あ
げ
た
記
事
の
具
体
例
を
あ
げ
る
も
の
、

あ
る
い
は
よ
り
詳
し
く
説
明
す
る
も
の
、
ま
た
本
文
に
於
て
は
日
付

の
定
か
な
ら
ざ
る
も
の
に
つ
い
て
そ
れ
を
明
確
に
す
る
意
味
で
記
さ

れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
こ
と
よ
り
『
略
記
』
裏
書
は
本
文
の
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
、

あ
る
い
は
不
備
な
る
点
を
補
う
意
味
に
於
て
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。（
略
）

そ
し
て
、
そ
の
裏
書
は
『
略
記
』
成
立
当
初
か
ら
の
本
来
的
な
も

の
で
あ
る
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

『
略
記
』
裏
書
は
本
文
を
補
う
目
的
で
附
加
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

意
味
に
於
て
は
注
記
と
同
様
の
性
格
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

堀
越
氏
の
指
摘
よ
り
、『
扶
桑
略
記
』
に
見
え
る
注
記
と
裏
書
は
、
本
文

と
し
て
抄
出
さ
れ
て
い
る
記
事
よ
り
信
頼
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。

　

で
は
次
に
、『
扶
桑
略
記
』
に
お
け
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
伝

え
る
記
事
を
確
認
し
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
従
来
ど

の
よ
う
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
い
く
。
ま
ず
以
下
に

『
扶
桑
略
記
』
第
二
十
四
裏
書
、
延
長
八
年
八
月
十
九
日
条
に
伝
わ
る
命

蓮
の
加
持
祈
祷
に
関
す
る
記
事
を
引
用
す
る
。

十
九
日
庚
戌
。
依
修
験
之
聞
。
召
河
内
国
志
貴
山
寺
住
沙
弥
命
蓮
。

令
候
左
兵
衛
陣
。
為
加
持
候
御
前（

（
（

。

こ
れ
よ
り
、
命
蓮
は
修
験
者
で
河
内
国
信
貴
山
寺
に
常
住
し
て
お
り
、
醍

醐
天
皇
の
加
持
祈
祷
を
宮
中
へ
参
内
し
て
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。ま
た
、

『
扶
桑
略
記
』
に
は
命
蓮
以
外
に
も
当
時
醍
醐
天
皇
の
加
持
祈
祷
を
行
っ

た
僧
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
前
章
で
清
涼
殿
落
雷
に
つ
い
て
の
記

事
を
引
用
し
た
が
、
そ
の
続
き
に
天
台
座
主
尊
意
（
八
六
六
～
九
四
〇
）

が
加
持
祈
祷
を
行
っ
た
こ
と
が
以
下
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
。

座
主
尊
意
依
勅
候
於
禁
中
。
毎
夜
献
于
加
持
。
皇
帝
夢
云
。
不
動
明

王
火
焔
赫
奕
。
威
猛
厲
声
。
加
持
聖
体
。
夢
内
尊
重
。
覚
後
聞
陀
羅

尼
声
。
此
則
天
台
座
主
尊
意
也
。
左
大
臣
曰
。
朕
夢
如
斯
。
台
山
座

主
此
不
凡
人（

（1
（

。

こ
こ
で
醍
醐
天
皇
は
回
復
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（
（（
（

が
そ
の
三
日
後
、
再

び
病
に
臥
し
真
言
僧
貞
崇
に
よ
る
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
他
の
文

献
に
伝
わ
っ
て
い
る（
（1
（

。
そ
の
後
、
醍
醐
天
皇
が
回
復
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、『
醍
醐
寺
雑
事
記
』「
醍
醐
天
皇
崩
事
」
に
は
「
延
長

八
年
従
七
月
中
旬
不
予（
（1
（

」
と
あ
り
、
不
調
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
他
、『
扶
桑
略
記
』
に
お
い
て
は
第
二
十
四
裏
書
に
同
年
「
八
月

九
日
庚
子
。
被
定
度
者
五
百
人
事
。
依
御
藥
也（
（1
（

。」、
同
年
同
月
「
廿
一
日
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壬
子
。
自
今
日
七
ヶ
日
有
御
修
法
事
。
依
御
薬
也
。
僧
二
十
三
人（

（1
（

。」
と

伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
前
章
で
確
認
し
た
通
り
、
同
年
九
月
二
十
九
日

に
醍
醐
天
皇
は
崩
御
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
先
述
し
た
通
り
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
二
巻
で
は
、
命

蓮
は
山
を
下
り
ず
に
加
持
祈
祷
を
行
い
醍
醐
天
皇
の
病
平
癒
を
果
た
し
た

と
語
ら
れ
て
お
り
、『
扶
桑
略
記
』
に
伝
わ
る
内
容
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
こ
の
点

に
着
目
し
、
考
察
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
下
店
静
市
氏
が
「
信
貴
山

縁
起
の
内
容（
（1
（

」
に
お
い
て
、『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
と
第
二
巻
と
を
比
較
し
、

山
を
下
り
ず
に
天
皇
の
病
平
癒
を
果
た
し
た
第
二
巻
の
命
蓮
は
、
高
僧
と

し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
解

釈
が
不
十
分
で
あ
る
と
考
察
し
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。

此
の
説
話
の
現
実
性
は
扶
桑
略
記
の
文
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
は
延
長
八
年
八
月
十
九
日
の
事
で
あ
つ
た
。
此
の
日
命
蓮

は
召
さ
れ
て
左
兵
衛
の
陣
に
候
し
た
。
此
の
事
実
は
秋
毫
疑
の
余
地

が
な
い
。
か
く
て
命
蓮
は「
爲
二
加
持
一
候
二
御
前
一
」し
た
の
で
あ
る
。

今
翻
つ
て
縁
起
の
文
を
み
る
に
、
前
に
も
指
摘
す
る
如
く
、
繰
返
し

繰
返
し
山
を
出
な
か
つ
た
事
を
反
復
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

大
な
る
事
実
と
し
て
の
開
き
が
あ
る
。
即
ち
扶
桑
略
記
は
明
か
に
宮

中
に
参
候
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
ゐ
る
。
こ
の
動
か
ぬ
事
実
を
掩
ふ

て
ま
で
も
縁
起
は
彼
が
山
を
降
ら
な
か
つ
た
事
を
反
復
力
説
し
て
ゐ

る
の
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
そ
れ
は
あ
か
ら
さ
ま
に
御
加
持
の
事
実

に
附
会
し
て
、
こ
れ
を
説
話
化
し
て
し
ま
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
ゐ
る
。

　

何
故
事
実
は
抂
げ
ら
れ
た
か
。
命
蓮
を
高
僧
と
し
て
強
調
す
る
た

め
で
あ
る
と
い
ふ
見
方
に
よ
つ
て
、
こ
の
疑
に
対
す
る
一
応
の
解
釈

が
つ
く
で
あ
ら
う
。
し
か
し
単
に
そ
れ
だ
け
で
此
の
説
話
が
出
来
て

ゐ
る
と
す
れ
ば
、
特
に
反
復
す
る
命
蓮
の
動
か
ぬ
こ
と
の
真
意
義
が

不
明
で
あ
る
。
ま
た
事
実
を
抂
げ
て
説
か
れ
た
此
の
奇
蹟
は
何
事
を

意
味
し
て
ゐ
る
の
か
。
命
蓮
伝
と
し
て
の
実
録
で
は
な
く
、
一
箇
の

仏
教
説
話
と
し
て
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
命
蓮
の
法
徳
の
偉
大
さ
を

説
く
と
す
る
考
は
こ
ゝ
に
一
応
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
つ
と

別
な
と
こ
ろ
に
奇
蹟
の
意
味
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
と
な

れ
ば
表
面
的
な
事
実
に
よ
る
一
応
の
解
釈
は
、
縁
起
文
が
す
で
に
辻

褄
を
、
そ
れ
自
体
に
於
て
合
せ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
桜
井
好
郎
氏
は
「
社
寺
縁
起
の
世
界
―
巨
視
的
に（
（1
（

」
で
、
第
二
巻

に
語
ら
れ
る
命
蓮
の
験
力
が
事
実
と
は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

『
扶
桑
略
記
』
に
見
え
る
命
蓮
は
沙
弥
と
さ
れ
未
だ
比
丘
で
は
な
い
点
に
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も
注
目
し
、
指
摘
し
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。

命
蓮
は
「
し
ぎ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
お
こ
な
ひ
て
、
さ
と
へ
い
づ
る
こ

と
も
な
き
ひ
じ
り
」
で
あ
り
つ
づ
け
、
勅
使
が
宣
旨
に
よ
っ
て
お
召

し
な
の
だ
と
い
っ
て
も
、「
な
に
ご
と
に
め
す
ぞ
と
て
、
さ
ら
に
う

ご
き
気
も
な
し
」
と
い
う
有
様
。
し
か
も
、
そ
の
威
力
は
顕
密
仏
教

を
超
え
る
。
実
在
の
命
蓮
は
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。『
扶
桑
略
記
』

第
二
十
四
の
裏
書
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
八
月
十
九
日
の
記
事
に

よ
れ
ば
、
命
蓮
は
醍
醐
天
皇
の
病
気
を
な
お
す
た
め
に
宮
中
に
入
っ

た
と
い
う
。「
左
兵
衛
の
陣
に
候
せ
し
む
。
加
持
の
た
め
に
御
前
に

候
す
」
と
あ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
現
実
に
は
命
蓮
の
祈
り
の
き
き
め

も
な
く
、
天
皇
は
死
ぬ
。
た
だ
「
河
内
国
信
貴
山
寺
住
、
沙
弥
命
蓮

を
召
」
し
た
と
あ
る
の
は
、
見
逃
せ
な
い
。
顕
密
仏
教
の
ほ
う
か
ら

見
れ
ば
、
命
蓮
は
出
家
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
具
足
戒
を
受
け
た

比
丘
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

桜
井
氏
の
指
摘
か
ら
は
東
大
寺
で
の
受
戒
以
前
の
、
山
岳
修
行
者
と
し
て

の
命
蓮
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第

十
一
「
修
行
僧
明
練
始
建
信
貴
山
語
第
三
十
六
」
に
語
ら
れ
る
明
練
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
さ
ら
に
筆
者
の
前
稿（
（1
（

で
、『
今
昔
』
所
収
話
に
お
け
る

山
岳
修
行
者
と
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
一
巻
に
お
け
る
受
戒
者
と

い
う
、
異
な
る
性
質
を
持
つ
仏
教
者
と
し
て
語
ら
れ
る
命
蓮
に
着
目
し
、

後
者
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
命
蓮
像
な
の
だ
と
指
摘
し
た
こ
と
と
も
繋
が
っ

て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
高
橋
貢
氏
は
「
史
実
と
物
語
と
―
信
貴
山
縁
起
を
め
ぐ
っ

て
―（

（1
（

」
で
、『
扶
桑
略
記
』
に
命
蓮
の
加
持
祈
祷
を
確
認
で
き
る
こ
と
を

踏
ま
え
、
第
二
巻
は
抜
群
の
験
力
を
持
つ
命
蓮
を
語
る
た
め
、
虚
構
さ
れ

た
話
で
あ
る
と
推
考
し
た
。
そ
の
際
、『
扶
桑
略
記
』
に
抄
出
さ
れ
て
い

る
記
事
の
信
頼
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

ま
た
も
ち
ろ
ん
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
す
べ
て
が
信
頼
で
き
る
と
は

限
ら
な
い
。
説
話
や
伝
記
、
縁
起
を
と
り
上
げ
た
記
事
が
あ
る
の

で
、
貴
族
の
日
記
に
比
べ
る
と
、
歴
史
上
の
事
実
そ
の
も
の
の
記
録

と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、命
蓮
を
召
し
て
加
持
さ
せ
た
こ
と
は
、

後
の
記
録
で
あ
る
が
、『
山
槐
記
』
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
六
月

二
十
八
日
条
に
あ
る
こ
と
か
ら
、『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
の
方
が
、

よ
り
史
実
に
近
い
こ
と
は
言
え
よ
う
。
な
お
『
信
貴
山
文
書
』
の
命

蓮
の
願
文
に
は
何
も
記
さ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
配
慮
し
て
考
え
る

と
、『
縁
起
』
の
延
喜
加
持
の
話
は
、『
扶
桑
略
記
』
と
は
別
の
伝
承

に
よ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
史
実
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
虚
構
さ
れ
た
話
と
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み
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
略
）
一
方
、
聖
の
伝
記
と
し
て
は
、

聖
は
験
力
が
抜
群
で
、
鉢
に
倉
を
載
せ
て
飛
ば
す
こ
と
も
で
き
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
天
皇
の
病
気
を
加
持
し
て
効
果
が
な
か
っ

た
の
で
は
困
る
。
そ
こ
で
伝
記
形
成
、
あ
る
い
は
作
成
の
段
階
で
虚

構
が
加
え
ら
れ
た
と
み
た
い
。

　

こ
れ
ら
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
と
『
扶
桑
略
記
』
に

伝
わ
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
と
に
着
目
し
た
先
行
研
究
で
は
、『
扶
桑
略
記
』

の
記
事
を
脚
色
し
て
第
二
巻
の
よ
う
な
高
僧
命
蓮
像
が
作
り
上
げ
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
本
章
で
確
認
し
て
き
た
よ

う
に
、『
扶
桑
略
記
』
に
伝
わ
る
記
事
が
ど
れ
ほ
ど
信
頼
で
き
る
も
の
で

あ
る
か
は
改
め
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
『
扶
桑
略
記
』
の
成
立
年

代
は
未
詳
で
あ
り
、
従
来
撰
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
皇
円
の
生
没

年
も
未
詳
で
あ
る
た
め
、
十
二
世
紀
後
半
成
立
の
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵

巻
』
と
の
先
後
関
係
を
推
考
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
堀
越

氏
に
よ
る
撰
者
大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
～
一
一
一
一
）
説（
11
（

に
よ
り
彼
が
存

命
中
に
成
立
し
て
い
た
な
ら
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
成
立
以
前
に

す
で
に
『
扶
桑
略
記
』
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

第
二
巻
で
は
他
の
文
献
に
伝
わ
る
内
容
と
は
異
な
り
、
山
を
下
り
ず
に
加

持
祈
祷
を
行
い
天
皇
の
病
平
癒
を
果
た
す
命
蓮
の
功
験
の
大
き
さ
が
語
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
命
蓮
像
か
ら
、
第
二
巻
の
内
容
そ
の
も
の
か
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
院

政
期
に
は
す
で
に
、
命
蓮
の
伝
記
が
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

三
、『
山
槐
記
』
に
お
け
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷

　

命
蓮
に
よ
る
醍
醐
天
皇
へ
の
加
持
祈
祷
は
『
山
槐
記
』
に
も
伝
わ
る
。

前
章
で
取
り
上
げ
た
『
扶
桑
略
記
』
の
記
事
を
踏
ま
え
、
本
章
で
は
『
山

槐
記
』
に
見
え
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
関
す
る
記
事
に
着
目
す
る
。

　
『
山
槐
記
』
は
中
山
内
大
臣
藤
原
忠
親
の
日
記
で
あ
る
。
日
記
は
仁
平

元
年
（
一
一
五
一
）
か
ら
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
ま
で
の
三
十
五
年
間

に
わ
た
り
、
逸
文
は
さ
ら
に
建
久
五
年
（
一
一
九
四
）
に
及
ぶ
。
正
記
は

伝
存
し
な
い
。
日
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
山
槐
記
』
に
伝
わ
る
記
事
は

史
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、『
扶
桑

略
記
』
に
伝
わ
る
記
事
よ
り
も
信
頼
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
な

お
、
以
下
に
引
用
す
る
『
山
槐
記
』
の
記
事
は
『
増
補
「
史
料
大
成（

1（
（

」』

を
参
照
し
た
。
底
本
は
内
閣
文
庫
所
蔵
旧
温
故
堂
本
で
、
さ
ら
に
不
足
部

分
を
柳
原
本
、
野
宮
本
、
大
炊
御
門
本
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
本
、
山

田
本
、
田
中
本
、
洞
院
家
記
、
進
献
記
録
抄
纂
等
の
諸
本
を
用
い
て
補
足
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さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
特
別
展　

国
宝　

信
貴
山
縁
起
絵
巻
―

朝
護
孫
子
寺
と
毘
沙
門
天
王
信
仰
の
至
宝
―（
11
（

』
に
お
い
て
、
中
山
定
親

（
一
四
〇
一
～
一
四
五
九
）
が
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
に
書
写
し
た
写

本
（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
）
が
確
認
で
き
た
が
、
引
用
中
に
穴
あ
き

に
な
っ
て
い
る
部
分
は
損
傷
に
よ
り
読
解
不
可
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

お
く
。

　

さ
て
、『
山
槐
記
』
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
六
月
条
に
は
、
命
蓮
の

加
持
祈
祷
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

廿
八
日
乙
巳　

或
人
曰
、
新
院
御
悩
猶
不
軽
、
今
日
石
屋
聖
人
密
参

入
奉
灸
御
胸
二
所
、
各
廿
一
草
、
相
模
守
信
保
奉
灸
□
□
聖
人
療
転

屍
病
云
々
、
自
平
中
納
言
被
挙
云
々
、
□
□
天
皇
獲
麟
之
時
、
召
信

貴
山
命
蓮
聖
人
、
令
□
□
□
院
崩
給
之
時
、
召
三
瀧
聖
人
、
雖
有
先

蹤
至
于
医
療
□
可
不
・
者
也
、
後
聞
、
又
有
御
鹿
食
事
、
其
後
御
痢

□
□
御
絶
入
、
其
後
又
不
聞
食
云
々
、

こ
こ
で
は
、
か
つ
て
天
皇
の
加
持
祈
祷
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
命
蓮
の
名

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
命
蓮
が
加
持
祈
祷
を
行
っ
た
天
皇
の
名
は
不
明
だ

が
、
先
述
し
た
『
扶
桑
略
記
』
に
伝
わ
る
記
事
の
存
在
も
あ
り
醍
醐
天
皇

だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
成
立
年
代

に
つ
い
て
は
、
描
か
れ
る
景
観
に
着
目
し
た
先
行
研
究
よ
り
十
二
世
紀
半

ば
過
ぎ
、
と
く
に
承
安
年
間
（
一
一
七
一
～
一
一
七
五
）
以
後
、
東
大
寺

大
仏
殿
の
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
た
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
以
前
で
あ
る

と
考
察
さ
れ
て
い
る（
11
（

。『
山
槐
記
』
に
命
蓮
の
名
が
伝
わ
る
の
は
長
寛
三

年
の
こ
と
で
あ
り
、
承
安
年
間
に
は
す
で
に
こ
の
記
事
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
巻
を
制
作
す
る
際
に
『
山
槐
記
』
に

伝
わ
る
命
蓮
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、

国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
未
だ
断
定
で
き
な

い
。
そ
の
た
め
、
成
立
年
代
が
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
十
二
世
紀
半
ば
以

降
で
あ
れ
ば
、『
山
槐
記
』
が
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
二
巻
の
内

容
を
踏
ま
え
て
、
天
皇
の
加
持
祈
祷
を
行
っ
た
人
物
の
例
に
命
蓮
を
挙
げ

た
と
い
う
可
能
性
も
ま
た
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
第
二
巻
と
『
山
槐
記
』
に
つ
い
て
は
従
来
、

以
下
の
よ
う
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
大
串
純
夫
氏
は
「
信
貴

山
縁
起
絵
巻
の
成
立
を
め
ぐ
る
歴
史
的
諸
條
件
―
同
絵
巻
研
究
の
序
説
と

し
て
―（
11
（

」
で
、『
山
槐
記
』
に
見
え
る
命
蓮
は
『
扶
桑
略
記
』
か
ら
連
想

さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
修
験
僧
と
し
て
連
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
「
信
貴
山
命
蓮
聖
人
」
と
い
う
表
記
が
命
蓮
へ
の
尊
崇
の
念
を
よ
り
強

め
て
い
る
こ
と
を
推
考
し
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。
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長
寛
三
年
は
、
本
稿
初
頭
に
想
定
し
た
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
作
期

（
一
一
六
九
年
～
一
一
八
〇
年
頃
・
引
用
者
注
）
の
ほ
ぼ
上
限
に
相

当
す
る
。（
略
）
そ
う
い
う
時
期
に
当
つ
て
、
二
條
院
重
態
に
際
し
、

信
貴
山
の
命
蓮
が
思
い
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
面
白
い
。
殊
に
、
こ

の
記
事
か
ら
察
す
る
と
、
命
蓮
は
（
信
貴
山
に
居
な
が
ら
に
し
て
天

皇
を
加
持
し
た
）
絵
巻
の
主
人
公
と
し
て
よ
り
も
（
尊
意
僧
正
の
加

持
の
最
中
に
ひ
そ
か
に
左
兵
衛
府
に
出
頭
し
た
）
扶
桑
略
記
の
修
験

僧
と
し
て
連
想
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
興
味
が
あ
る
。
然
も
、

扶
桑
略
記
の
「
志
貴
山
住
沙
弥
命
蓮
」
は
、
山
槐
記
で
は
「
信
貴
山

命
蓮
聖
人
」
と
な
つ
て
い
て
、
彼
に
対
す
る
尊
崇
の
念
は
一
層
強
ま

つ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　

ま
た
、井
上
光
貞
氏
が「
命
蓮
聖
に
つ
い
て（

11
（

」と
い
う
論
文
で
初
め
て『
山

槐
記
』
に
伝
わ
る
命
蓮
の
加
持
祈
祷
に
関
す
る
記
事
を
引
用
し
、
命
蓮
が

加
持
祈
祷
を
行
っ
た
の
は
「
延
喜
帝
」
だ
ろ
う
と
推
測
し
つ
つ
、
内
容
が

事
実
と
異
な
る
と
は
い
え
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
成
立
に
関
す
る

重
要
な
記
録
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

も
し
一
歩
譲
つ
て
、
そ
れ
が
延
喜
帝
で
は
な
か
つ
た
に
し
て
も
、
命

蓮
聖
が
天
皇
の
病
の
た
め
に
加
持
を
し
た
と
い
う
、
今
昔
物
語
（
巻

第
十
一
「
修
行
僧
明
練
始
建
信
貴
山
語
第
三
十
六
」・
引
用
者
注
）

に
は
な
い
話
が
、
宇
治
拾
遺
（
巻
八
ノ
三
「
信
濃
国
聖
事
」・
引
用

者
注
）
成
立
以
前
に
み
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
も

つ
と
も
、
厳
密
に
い
う
と
、
こ
こ
で
の
話
は
臨
終
の
時
の
加
持
で
あ

る
か
ら
、
縁
起
の
話
と
は
ち
が
つ
て
命
蓮
聖
人
の
加
持
は
功
を
奏
し

な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
獲
麟
と
い
う
文
字
か
ら
ば
か

り
で
な
く
、
三
瀧
聖
人
の
そ
れ
も
臨
終
の
時
の
こ
と
で
あ
つ
た
こ
と

や
、
ま
た
次
に
続
く

　
　
　

雖
有
先
蹤
、
至
于
医
療
、
□
可
不
・脱

カ者
也

　
　

 

が
脱
漏
な
ど
に
よ
つ
て
意
味
が
と
れ
な
い
に
し
て
も
石
屋
聖
人
の
灸

治
に
対
し
て
著
者
が
批
判
的
な
態
度
を
と
つ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
か

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
話
の
内
容
が
少
し

違
つ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
、
興
味
あ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
と
も
か

く
も
、
こ
の
山
槐
記
の
記
事
は
、
志
貴
山
縁
起
の
話
の
成
立
を
考
え

る
上
に
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
並
木
誠
士
氏
は
「
縁
起
と
し
て
の
信
貴
山
縁
起
絵
巻（
11
（

」
に
お

い
て
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
が
史
実
と
は
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
の
改
変
は
、
後
半
に
登
場
す
る
護
法
の
存
在
を
踏
ま
え
た
説
話
的
潤
色

で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
以
下
に
引
用
す
る
。
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つ
ま
り
、
醍
醐
天
皇
の
病
を
治
し
た
の
は
命
蓮
（=

毘
沙
門
天
）
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
同
時
代
の
人
は
知
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
そ
れ
が
天
台
宗
と
の
勢
力
争
い
の
な
か
で

利
用
さ
れ
る
よ
う
な
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な

い
。
た
だ
し
、
実
際
の
天
皇
の
病
よ
り
二
百
年
以
上
を
経
た
時
期
の

『
山
槐
記
』
の
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
六
月
二
十
八
日
の
条
に
、「
□

□
天
王
獲
麟
之
時
、
召
信
貴
山
命
蓮
聖
人
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
た

め
、
十
二
世
紀
の
後
半
に
醍
醐
天
皇
の
病
と
命
蓮
の
加
持
が
一
体
感

を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況

を
背
景
に
考
え
れ
ば
、
史
実
か
ら
の
改
変
は
、
た
ん
に
説
話
的
な
お

も
し
ろ
さ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
毘
沙
門
天
の

眷
属
で
あ
る
剣
の
護
法
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
縁
起
と
し
て

の
体
裁
を
意
識
し
た
う
え
で
の
説
話
的
潤
色
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　

先
行
研
究
よ
り
、『
山
槐
記
』
が
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
の
加
持
祈

祷
に
、
ま
た
命
蓮
像
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
分
か

る
。
加
え
て
、『
山
槐
記
』
に
も
命
蓮
の
加
持
祈
祷
が
成
功
し
た
と
は
伝

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
や
は
り
第
二
巻
は
史
実
と
は
異
な
る
内
容
を
語
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、『
山
槐
記
』
に
命
蓮
の
加
持
祈
祷
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
院
政
期
に
は
命
蓮

の
伝
記
が
す
で
に
伝
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
山
槐
記
』
に
命
蓮
と
共
に
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
石
屋
聖
人

と
三
瀧
聖
人
で
あ
る
が
、
そ
の
名
か
ら
修
験
者
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
命
蓮
も
山
岳
修
行
者
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
国
宝
『
信
貴
山

縁
起
絵
巻
』
の
制
作
意
図
を
推
考
す
る
際
、
修
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

考
察
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮

と
『
山
槐
記
』
に
伝
わ
る
修
験
者
た
ち
が
行
う
天
皇
の
加
持
祈
祷
か
ら
、

修
験
者
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た

修
験
と
天
皇
の
加
持
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
と
め

　

小
稿
で
は
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
二
巻
「
延
喜
加
持
巻
」
を
取

り
上
げ
、
命
蓮
に
よ
る
醍
醐
天
皇
へ
の
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
考
察
を
進
め

て
き
た
。
第
二
巻
で
は
、
醍
醐
天
皇
の
病
平
癒
の
た
め
に
様
々
な
加
持
祈

祷
が
行
わ
れ
る
も
回
復
の
兆
し
が
見
え
ぬ
な
か
、
命
蓮
が
宮
中
へ
参
内
す

る
こ
と
な
く
山
に
居
な
が
ら
に
し
て
加
持
祈
祷
を
行
い
、
醍
醐
天
皇
の
病
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平
癒
を
果
た
す
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
る
。
第
二
巻
に
お
け
る
醍
醐
天
皇

の
病
は
延
長
八
年
六
月
二
十
六
日
に
起
こ
っ
た
清
涼
殿
落
雷
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
当
時
命
蓮
を
含
む
数
多
の
僧
に
よ
り
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ

る
も
、
史
実
か
ら
そ
の
後
醍
醐
天
皇
の
不
調
は
続
き
崩
御
し
て
し
ま
う
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
当
時
、
命
蓮
が
宮
中
に
参
内
し
醍
醐
天
皇
の
加

持
祈
祷
を
行
っ
た
こ
と
は
『
扶
桑
略
記
』
と
『
山
槐
記
』
に
伝
わ
る
。
第

二
巻
に
語
ら
れ
る
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
は
従
来
、
こ
れ
ら
他
の
文
献
に
伝

わ
る
命
蓮
の
事
績
を
基
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
わ

け
だ
が
、
小
稿
で
は
各
記
事
の
存
在
か
ら
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』

成
立
時
、
つ
ま
り
院
政
期
に
は
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
内
容
そ
の

も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
す
で
に
命
蓮
の
伝
記
が
伝
わ
っ
て
い
た
可

能
性
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
は
国
宝
『
信
貴
山

縁
起
絵
巻
』
三
巻
の
う
ち
唯
一
、
他
の
文
献
に
命
蓮
の
事
績
が
確
認
で
き

る
巻
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
全
体
の
制
作

意
図
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
何
故
に
、
第
二
巻
に
お

い
て
史
実
と
は
異
な
る
命
蓮
の
法
力
の
強
さ
が
語
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

小
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
時
命
蓮
も
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
醍

醐
天
皇
の
加
持
祈
祷
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
実
態
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
命
蓮
が
山
岳
修
行
者
で
あ
る
こ
と
や
、『
山
槐
記
』

に
天
皇
の
加
持
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
や
は
り
修
験
者
の
名
が
挙
が
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
修
験
者
に
と
っ
て
天
皇
を
加
持
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
修
験
者
、
と
く
に
真
言
僧
と
天
皇
の
加
持
祈
祷

の
関
係
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
稿

で
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）　

黒
坂
勝
美
氏
編
『
日
本
紀
略 

後
篇　

百
錬
抄
』（『
新
訂
増
補　

国
史
大
系
』
第
十
一
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
2
）　

黒
坂
勝
美
氏
編
『
扶
桑
略
記　

帝
王
編
年
記
』（『
新
訂
増
補　

国

史
大
系
』
第
十
二
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）

（
3
）　

各
資
料
を
引
用
す
る
際
、
順
に
以
下
を
参
照
し
た
。

　

・
黒
坂
氏
前
掲
書
、
注
1

　

・
同
右

・
塙
歩
己
一
氏
編
『
群
書
類
従
』
第
二
十
五
輯
雑
部
、
続
群
書
類
従
完

成
会
、
一
九
六
〇
年

　

・
同
右

・
故
実
叢
書
編
集
部
編
『
新
訂
増
補　

故
実
叢
書
』
第
十
九
回
、
明
治

図
書
出
版
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
二
年

　

・
黒
坂
氏
前
掲
書
、
注
2

（
4
）　
「
重
明
記
」
は
、表
の
四
・
五
番
に
見
え
る
「
李
部
王
記
」
に
同
じ
。
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醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
で
あ
る
重
明
親
王
の
日
記
。
現
在
は
逸
文
が
伝

存
す
る
の
み
。
米
田
雄
介
氏
、吉
岡
真
之
氏『
資
料
纂
集　

吏
部
王
記
』、

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
四
年

（
5
）　

堀
越
光
信
氏
「『
扶
桑
略
記
』
撰
者
考
」（『
皇
学
館
論
叢
』
第

十
七
巻
第
六
号
、
一
九
八
四
年
十
二
月
）、
同
氏
「『
扶
桑
略
記
』
裏
書

に
関
す
る
覚
書
」（『
史
料
』
九
五
号
、
一
九
八
八
年
六
月
）、
ま
た
後

掲
す
る
論
文
（
注
7
・
注
8
）
に
お
い
て
も
、『
扶
桑
略
記
』
の
各
特

長
か
ら
撰
者
は
皇
円
で
は
な
く
大
江
匡
房
を
含
む
複
数
の
人
物
で
は
な

い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　
『
文
学
部
論
叢
』
五
号
、
一
九
五
六
年
二
月

（
7
）　
『
皇
学
館
論
叢
』
第
十
八
巻
第
二
号
、
一
九
八
五
年
四
月

（
8
）　
『
史
料
』
第
七
四
号
、
一
九
七
四
年
十
二
月

（
9
）　

黒
坂
氏
前
掲
書
、
注
2

（
10
）　

同
右

（
11
）　

小
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
が
、
第
二
巻
に
語
ら
れ
る
命
蓮
の

モ
デ
ル
を
尊
意
と
推
考
す
る
先
行
研
究
は
以
下
。
大
串
純
夫
氏
「
信
貴

山
縁
起
の
画
面
解
釈（
二
）」（『
国
華
』七
三
九
号
、一
九
五
三
年
十
月
）、

中
村
義
雄
氏
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い
て
の
覚
書
」（『
仏
教

芸
術
』
二
七
、一
九
五
六
年
三
月
、同
『
絵
巻
物
詞
書
の
研
究
』
第
六
章
、

角
川
書
店
、
一
九
八
二
年
再
録
）

（
12
）　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
一
神
祇
第
一
―
三
「
貞
崇
法
師
勅
に
依
り

て
念
仏
の
時
稲
荷
神
託
宣
の
事
」（
永
積
安
明
氏
、島
田
勇
雄
氏
校
注『
古

今
著
聞
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系 

八
四
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六

年
））、『
元
亨
釈
書
』
巻
第
九
「
貞
崇
」（
黒
坂
勝
美
氏
編
『
日
本
高
僧

伝
要
文
抄　

元
亨
釈
書
』（『
新
訂
増
補　

国
史
大
系
』
第
三
十
一
巻
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
））

（
13
）　

塙
氏
前
掲
書
、
注
3

（
14
）　

黒
坂
氏
前
掲
書
、
注
2

（
15
）　

同
右

（
16
）　
『
画
説
』
二
二
、一
九
三
八
年
十
月

（
17
）　

宮
家
準
氏
編
『
民
族
と
儀
礼
：
村
落
共
同
体
の
生
活
と
信
仰
』（『
大

系　

仏
教
と
日
本
人　

九
』
春
秋
社
、
一
九
八
六
年
）

（
18
）　

拙
稿
「
国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
第
一
巻
「
山
崎
長
者
巻
」
に

関
す
る
一
考
察
」（『
国
文
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）

（
19
）　
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
第
四
十
八
号
、
二
〇
一
二
年
三
月

（
20
）　

注
5
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）　

増
補
「
史
料
大
成
」
刊
行
会
編
『
山
槐
記
一
』（『
増
補
「
史
料
大

成
」』
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

（
22
）　

奈
良
国
立
博
物
館
編
、
奈
良
国
立
博
物
館
・
読
売
新
聞
社
、

二
〇
一
六
年



17

（
23
）　

国
宝
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

論
文
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
福
山
敏
男
氏
「
信
貴
山
縁
起
に
見
ゆ
る
建

築
」（『
画
説
』
三
一
、一
九
三
九
年
七
月
）、
大
串
純
夫
氏
「
信
貴
山
縁

起
絵
巻
の
成
立
を
め
ぐ
る
歴
史
的
諸
條
件
―
同
絵
巻
研
究
の
序
説
と
し

て
―
」（『
美
術
研
究
』
一
七
七
、一
九
五
四
年
九
月
）、鈴
木
敬
三
氏
「
風

俗
か
ら
見
た
信
貴
山
縁
起
絵
周
辺
」（『
仏
教
芸
術
』
二
七
、一
九
五
六

年
三
月
）、
五
月
女
晴
恵
氏
「「
年
中
行
事
絵
」
に
見
え
る
「
信
貴
山
縁

起
絵
巻
」か
ら
の
図
様
転
用
に
つ
い
て
―
そ
の
転
用
態
度
に
現
れ
た「
信

貴
山
縁
起
絵
巻
」
の
性
格
―
」（『
美
術
史
論
叢
』
二
三
、二
〇
〇
七
年

三
月
）、
谷
口
耕
生
氏
「
総
説　

信
貴
山
縁
起
絵
巻
と
朝
護
孫
子
寺
の

毘
沙
門
天
能
信
仰
」（
奈
良
国
立
博
物
館
前
掲
書
、
注
22
）

（
24
）　

大
串
氏
前
掲
論
文
、
注
23

（
25
）　
『
仏
教
芸
術
』
二
七
、一
九
五
六
年
三
月

（
26
）　
『
京
都
工
芸
繊
維
大
学
工
芸
学
部
研
究
報
告
「
人
文
」』
四
五
、一

　

九
九
七
年
三
月

（
お
お
に
し　

は
る
か
／
本
学
大
学
院
生
）






